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日本語配慮表現の分類と語彙リストについて 

山岡政紀（創価大学）  

 

要 旨 

 本稿では筆者がこれまで科研費研究課題として取り組んできた日本語配慮表現データベー

ス構築作業に関連して、配慮表現の形式分類と機能分類の考え方について整理した。それに

よると、形式分類では「副詞、副詞句、形容詞・形容詞句、接尾語・補助動詞、文末表現、

慣用文」の 6 種の区分、機能分類では「利益表現、負担表現、緩和表現、賞賛表現、謙遜表

現、賛同表現、共感表現」の 7 種の区分をそれぞれ立てた。特に機能分類はリーチのポライ

トネスの原理との間に相関があり、各区分に属する表現の配慮機能が捉えやすいため、区分

の合理性を主張する根拠ともなることを確認した。あわせて既に収集した語彙・成句につい

てもなるべく多くリストアップした。  

キーワード：ポライトネス、配慮表現、形式分類、機能分類、副詞句、緩和表現  

 

1.はじめに―科研費研究課題の終了と報告― 

 筆者を研究代表者とする科学研究費研究助成基盤研究 (C)研究課題「発話機能を中軸とす

る日本語配慮表現データベースの構築」（課題番号：25370529、研究期間：平成 25 年度～

28 年度）は、2017 年 3 月をもってひとたび最終年度を終えた。山岡政紀(2017)では４年間

の科研費研究課題の研究成果をリストアップして整理し、一旦区切りをつけたものの、配

慮表現研究それ自体はまだまだ発展途上にある。今後の研究の進展につなげていくための

追加的な中間整理として、本稿では配慮表現の分類に焦点を当て、具体的にどのような表

現群が現状、リストアップされているのかについても示しておきたい。  

 

2.形式分類と機能分類 

 本研究課題では日本語配慮表現データベースの設計段階から、データの整理に役立てる

ため、「形式分類」とのフィールドを設定していた。これは単語で言えば品詞に相当するが、

連語による成句の配慮表現も多く存在するので、それらには品詞より上位の形式的区分を

与える必要がある。それらを総称して「形式分類」とする。また、データベースソフトに

利用している Microsoft Access の構造上、テーブルを分けて入力作業を行ったほうがやり

やすいとの判断もあり、そのテーブル分けの基準として形式分類を採用することにした。  

やがて作業の進展と共に、配慮表現と認定してデータベースに収録する表現が増えてい

くにつれて、それらが帯びる配慮機能の多様性が目を惹くようになった。そして、それら

は多様ではあるが、整理すればいくつかの似通った配慮機能を帯びたグループに集約され

ることもわかった。そして、配慮機能こそが配慮表現の認定根拠でもあるので、その機能

的特徴からの区分として、「機能分類」を新たに設定した。外形的特徴からの分類しやすさ

においては「形式分類」が役立ち、最終的な配慮機能を探究するうえでは「機能分類」が

重要となる。このような観点から両方の分類を活かしていくようにしたい。  

 次に、「形式分類」と「機能分類」のそれぞれの概要を説明したい。  
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3.形式分類 

 形式分類の区分カテゴリーは、現在のところ「副詞、副詞句、形容詞・形容詞句、接尾

語・補助動詞、文末表現、慣用文」の 6 種としている。これは当初の分類区分から何度か

の試行錯誤による変遷を経ての現状である。以下に各分類の代表的な語句例を示す。  

① 副詞 ちょっと、ぜひ、ただ、まったく、たしかに、そこそこ、ぜんぜん、なるほ

ど、そろそろ、なんか  

② 副詞句 おかげさまで、悪いけど、すみませんが、恐縮ですが、失礼ですが、よろ

しかったら、ご多忙のところ、つまらないものですが、僭越ながら、どちらかとい

うと 

③ 形容詞・形容詞句 大丈夫、さすがですね、お見事、大変ですね、よかったですね  

④ 接尾語・補助動詞 のほう、的な、的には、とか、なんか、～っぽい、～てくれる  

⑤ 文末表現 ～でしょう、～かもしれない、～と言えなくもない、～のように思う、

～ので（言いさし）、～ていただけるとありがたい、～てくれてもいいのに、～さ

せていただきます  

⑥ 慣用文 ご笑納ください、ご高名は伺っております、おつかれさまです  

上記の分類にいくつか説明を添えたい。  

まず、副詞と副詞句はいずれも語数が多く、まず便宜的な観点から別区分とした。また、

副詞句は慣習化による固着性の表れ方が単独の副詞と異なる点にも着目した。単独の副詞

においては意味上の慣習化しか発生しないが、副詞句の場合は成句形式の固着化という形

式上の慣習化も同時に発生する。例えば、配慮表現「つまらないものですが」に他の配慮

表現を挿入して、「つまらないものかもしれませんが」や「つまらないものだと思いますが」

のようにすると却って座りが悪くなる。つまり、この表現はまさに「つまらないものです

が」という形式に固着化していて、バリエーションの自由度は少ない。「つまらんものだけ

ど」のような文体上のバリエーションが存するのみである。このような形式上の固着性が

副詞句に区分される配慮表現に共通する特徴である。  

なお、「すみませんが」、「よろしければ」など、発話の本題に入る前の導入的な補助句を

「前置き表現」とする形式区分もあるが、前置き表現は品詞上は発話全体に係る文副詞句

である。ほかに「どちらかというと」のようなモダリティ副詞句、「ご多忙のところ」のよ

うな情態副詞句など、他種の副詞句と一括して、すべて副詞句に含めている。  

形容詞についても、副詞句と同様に形式的に固着化した形容詞句が存在しているが、こ

ちらは副詞句ほどの語数には上らないことに加え、「お見事」のように接頭語「お」を添え

るだけのもの、「大変ですね」、「よかったですね」のように対人的なモダリティ形式を添え

るだけのものなど、固着化の形式が小規模なものが多いため、「形容詞・形容詞句」で一括

している。  

当初設定していた補助動詞には、受益性を表示する授受補助動詞「～てくれる」「～ても

らう」、成句的に使用される「～させていただく」などを入れていたが、語数が限定的であ

るため、名詞に付加する接尾語と同じ区分として「接尾語・補助動詞」とした。「～ぽい」

のようにもともと名詞に接続する接尾語であったものが緩和表現として助動詞化したもの

もあり、両者には統語的な近似性も見られる。ただし、「～させていただく」は常に文末に
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用いられることによって配慮表現として機能するので、文末表現の方に移した。  

さらに慣用文というグループが必要と判断し、新設した。これは文の構成要素というよ

りも独立した一つの文全体が慣用化しているものであり、語や句のレベルには収まらない

タイプの配慮表現を含むものである。  

また、形式分類には便宜上の理由により必要に応じて下位分類を設けた。特に文末表現

には多様な語句類が混在しており、「かもしれない、でしょう、ようだ」などの助動詞、「～

たいと思う、～ように思う」など「思う」を使用する思考動詞、「～と言えなくもない、～

気がしないでもない」などの二重否定、「～ので、～けど、～たら」などの言いさし、とい

った下位区分を上位区分と併記しておく。 

以上が現時点における形式分類であるが、必ずしも理論的妥当性のみによるものでもな

く、データベースの作業上の効率性や利便性も考慮しており、今後も適宜状況に応じた変

更を行うことは十分にあり得る。  

 

4.機能分類 

本研究における機能分類は、「緩和表現」「ぼかし表現」など、独立した用語として従前

に用いられていたカテゴリーも配慮表現の下位区分として活かしたいとの考えから「○○

表現」という呼称を一貫して用いることにした。そのため、その後に本研究において独自

に考案した新たなカテゴリーも含めて、「配慮表現」の下位区分には「○○表現」との名称

を用いる。結果的に上位範疇と下位範疇をいずれも「○○表現」と称することになるので、

今後はよく周知することで、分類上の上下関係の混乱を防止しなければならない。  

さまざまな試行錯誤、意見集約を経た最新の分類案では、下位区分を「利益表現、負担

表現、緩和表現、賞賛表現、謙遜表現、賛同表現、共感表現」の 7 種としている。以下に

区分ごとに類の代表的な語句例を示す。各区分内に小区分のあるものは①②と分けて示す。 

Ⅰ利益表現／①自利大 おかげさまで、ぜひ、～れば幸いです  

／②他利小 つまらないものですが、何もありませんが、ご笑納ください  

Ⅱ負担表現／①他負大 お忙しいところ、わざわざ、お足元の悪いところ、お手数で

すが、ご面倒ですが、可能なら、よろしかったら  

／②自負小 ぜんぜん、大丈夫、喜んで、ついでに 

Ⅲ緩和表現／①侵害抑制 かもしれない、どちらかと言えば、言えなくもない  

／②不一致回避 かもしれない、のほう、的には、とか  

Ⅳ賞賛表現 さすが、すごい、お見事、恰幅がいい、健康的、恐れ多くも  

Ⅴ謙遜表現／①自賛抑制 まだまだ、そこそこ、一応、自慢じゃないけど  

／②自己非難 僭越ながら、若輩者、不束者、出来の悪い、高い所から  

Ⅵ賛同表現 なるほど、たしかに、まったく、もの、ごもっとも  

Ⅶ共感表現 大変ですね、よかったですね、おつかれさま、それな、ですよねー  

以上の 7 分類はすべて Leech（1983）のポライトネスの原理、および気配りの原則と寛

大性の原則に関しては山岡・牧原・小野（2010）の配慮表現の原理を反映したものとなっ

ている。その対応関係は以下の通りである。代表語句例を数例ずつ挙げる。  

 



6 

 

 

〔表〕ポライトネスの原理と配慮表現の機能分類との相関関係 

ポライトネス／配慮表現の原理  機能分類  配慮表現の語句例  

(a)他者の負担が大きいと述べよ(P) 負担表現／他負大  ご多忙のところ  

(b)他者の利益が小さいと述べよ(N) 利益表現／他利小  つまらないものですが  

(c)自己の利益が大きいと述べよ(P) 利益表現／自利大  おかげさまで  

(d)自己の負担が小さいと述べよ(N) 負担表現／自負小  ぜんぜん  

(e)他者への非難を最小限にせよ(N) 緩和表現／侵害抑制  ちょっと  

(f)他者への賞賛を最大限にせよ(P) 賞賛表現 さすが  

(g)自己への賞賛を最小限にせよ(N) 謙遜表現／自賛抑制  まだまだ  

(h)自己への非難を最大限にせよ(P) 謙遜表現／自己非難  僭越ながら  

(i)自他の意見相違を最小限にせよ(N) 緩和表現／不一致回避  どちらかと言えば  

(j)自他の意見一致を最大限にせよ(P) 賛同表現 たしかに  

(k)自他の反感を最小限にせよ(N) 緩和表現／不一致回避  かもしれない  

(l)自他の共感を最大限にせよ(P) 共感表現 おつかれさま  

 

リーチのポライトネスの原理は、対人関係上の行為として相手にとって望ましいもの

（利益、賞賛、一致）を最大化し、相手にとって望ましくないもの（負担、非難、不一致）

を最小化しようとする原理を 6 種の原則で表現したものである。それらの自己自身への行

為としては、相手にどう映るかという観点から、相手に対するものとは逆向きベクトルの

志向性を有する。例えば、他者への非難は望ましくないので避けたいが、自己への非難を

相手の前で行うと、相対的に相手を高める行為と映るので相手にとって望ましいものとな

る。これらの原則群のうち最大化を図る行為は B&L のポジティブポライトネス(P)に当た

り、最小化を図る行為は同じくネガティブポライトネス (N)に当たる。配慮表現の下位区分

ごとに配慮機能の特徴を整理しておきたい。  

 

4.1.利益表現 

気配りの原則と寛大性の原則は非言語的な利益の授受行為に関する原則である。  

〔気配りの原則〕(a)他者の負担を最小限にせよ(b)他者の利益を最大限にせよ  

〔寛大性の原則〕(c)自己の利益を最小限にせよ(d)自己の負担を最大限にせよ  

対人関係の維持という動機づけにおいて、人は他者から何かを奪って利益を得ることを

嫌い、自分の利益を減らしてでも他者に利益を与えようとする。この原則が非言語的な行

為を含む原則であるがゆえに、利益の授受による不均衡状態に対し、言語表現でバランス

を取ろうとする。そのためポライトネスの原理とは反比例的な配慮表現の原理が存在する

ことは山岡・牧原・小野(2010)第 7 章でも述べている。  

〔配慮表現の原理〕  

〔気配りの原則〕(a)他者の負担が大きいと述べよ(b)他者の利益が小さいと述べよ  

〔寛大性の原則〕(c)自己の利益が大きいと述べよ(d)自己の負担が小さいと述べよ  
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このうちの利益に関わる原則(b)と(c)に適う配慮表現が利益表現である。  

原則(b)に適う「他利小」の利益表現として、贈り物を贈る際の「つまらないものですが」、

料理を振る舞う際の「何もありませんが」などがある。  

原則(c)に適う「自利大」の利益表現として、「おかげさまで」や《許可要求》や《依頼》

に応じる際に用いる「ぜひ」、相手の応答への謝意に添えて用いる「さっそく」などはこれ

に当たる。  

 

4.2.負担表現 

前述の配慮表現の原理における気配りの原則、寛大性の原則のうち、負担に関わる原則

(a)と原則(d)に適う配慮表現が負担表現である。  

 原則(a)に適う「他負大」の負担表現には多種多様なものが含まれている。《依頼》の際に

相手に係る負担感を抑制する前置きの負担表現は主に三種ある。第一に、「すみませんが」、

「悪いけど」、「恐縮ですが」、「恐れ入りますが」などの謝罪表現の前置き、第二に、「お手

数ですが」、「ご面倒ですが」など、相手の負担を直接言語化した前置き、第三に、「可能な

ら」、「お時間があれば」など、条件を添えて《依頼》の心理的圧力を減殺する前置きであ

る。また、相手の来訪や協力に対する謝意として用いる「ご多忙のところ」、「お足元の悪

いところ」、「わざわざ」、「あいにく」、「せっかく」なども相手の負担を強調する負担表現

として用いられる。 

 原則(d)に適う「自負小」の負担表現としては「喜んで」、「大丈夫」、「ついでに」、「ぜん

ぜん」などがある。これらは用例を用いて説明したい。下記の４例では、それぞれの会話

参与者のうち、第一話者が「他負大」、第二話者が「自負小」の負担表現を用いている。  

 (1)「悪いけど、バイトのシフト変わってくれない？」「あ、僕、ぜんぜんやれますよ」  

(2)「お忙しいところお手間だったでしょう」「いえいえ、大丈夫です」  

(3)「時間があったら、少し手伝ってくれませんか」「はい、喜んで手伝いますので」  

(4)「わざわざ来てくれてありがとう」「いや、ついでに寄っただけだから」  

 (1)の応答の「ぜんぜん」は、本来は否定述語と呼応するとされるが、ここでは動詞の肯

定形に係っている。この場合、相手の気遣いを打ち消す文脈的否定が読み取れる負担表現

となっている。このような現状は若者言葉として認知されているが一般化していく傾向に

ある。(2)の形容詞「大丈夫」にも相手の心配を打ち消す意味が内包されており、「全然大丈

夫」の組み合わせも多く見られる。  

 

4.3.緩和表現  

緩和表現という用語は彭飛(2004)などで従前から用いられていたものである。断定を意

図的に避けるもので、言語学の用語ではヘッジ(hedge)と呼ばれている。これにはポライト

ネスの原理の三つの原則が関与している。  

〔是認の原則〕(e)他者への非難を最小限にせよ  

〔一致の原則〕(i)自他の意見相違を最小限にせよ  

〔共感の原則〕(k)自他の反感を最小限にせよ  

このうち原則(e)に適う「侵害抑制」の緩和表現は、《非難》、《反論》、《忠告》など相手に
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対する攻撃的な発話によって相手のフェイスを侵害する恐れがある場合、その程度を抑制

しようとするものである。これには副詞「ちょっと」、文末表現の「かもしれない」（縮約

形の「かも」を含む）や二重否定の「～と言えなくもない」、「～気がしないでもない」や

前置き副詞句「どちらかと言えば」などがある。  

 (5)「ちょっとやり過ぎだと言えなくもない」  

 (6)「どちらかと言えば、苦手だな」  

 (7)「そこ、どいたほうがいいかも」  

他の語句として、催促に添える「そろそろ」、自己弁護に用いる「毛頭」、「さらさら」、

《反論》を導く接続詞として用いる「ただ」、「そのうえで」、理由を述べる言いさしの「～

ので」などがある。  

原則(i)は《主張》、原則(k)は《感情表出》と、発話機能の違いはあるが、いずれも自分と

相手との不一致を回避しようとする原則である。こちらにも文末表現「かもしれない」が

使えるほか、副詞「なんか」、接尾語の「～のほう」、「的には」、「とか」、「たり」、「～ぽい」、

「～みたいな」などがこれに類する。  

 (8)「このラーメン、なんか、おいしいかも」  

 (9)「お箸のほう、おつけしますか」  

 (10)「わたし的には、嫌だな」  

 (11)「映画とか、見に行かない？」  

 (12)「ねえ、今度の日曜、空いてたりしない？」 

(8)では自分の味覚では「おいしい」と思っているが、一緒に食べている友人が一致する

自信がないので、一致しない場合に備えてヘッジをかけている（逃げ道を作っている）の

である。これらの原則に適う「不一致回避」の緩和表現にはもともと「ぼかし表現」とい

う呼称も用いられているが、本質的にはヘッジ機能の共通性から緩和表現の一種と考えら

れる。  

 

4.4.賞賛表現 

他者の評価に関わる原則が是認の原則である。  

〔是認の原則〕 (f)他者への賞賛を最大限にせよ  

原則(f)については、「その髪型、似合ってるね」、「今日のプレゼンわかりやすかったよ」

のような、文脈に依存した自由な表現によって実行されるが、これらは慣習化してはいな

い。いっぽうそうした《賞賛》において肯定評価を程度的に高めることが慣習化した賞賛

表現もある。それが、副詞「さすが」、「なかなか」、形容詞「すごい」、「お見事」、「ご立派」

などの賞賛表現である。近年、否定的な意味から肯定的な意味に転じたとされる形容詞「や

ばい」もこれに類する。  

また、語彙の選択における慣習化が認められるものとして、太った男性に対する「恰幅

がいい」、同じく女性に対する「健康的」、容姿端麗ではない人の容姿をほめるときに用い

る「個性的」、成長や上達が不十分あるいは遅れていることを指摘する際の「伸びしろがあ

る」などがこれに当たる。本来の寒さや恐怖の意味から感動の表現に拡張したとされる「鳥

肌が立つ」もこの種の賞賛表現として慣習化する傾向にある。 
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相手の属性に対してではなく、相手の存在そのものを高める表現も賞賛表現の一種と言

える。上位者や敬意の対象による行為に対して用いる「恐れ多くも」、「もったいなくも」

などがこれに当たる。相手から何らかの恩恵を受けたときの《感謝》の一環であることも

多い。相手の存在が自分よりも相対的に上位にあることに対して配慮した表現という意味

では、「僭越ながら」のような謙遜表現と同種の機能を有する。 

 

4.5.謙遜表現 

自己の評価に関わる原則が謙遜の原則である。  

〔謙遜の原則〕(g)自己への賞賛を最小限にせよ (h)自己への非難を最大限にせよ  

原則(g)に適う「自賛抑制」の謙遜表現は、何らかの文脈的要請により、 (13)のように自

己の能力や資格などに言及せざるを得ないときに、自賛を抑制する機能を有するもので、

「まだまだ」、「そこそこ」、「一応」、「自慢じゃないけど」、「月並みですが」などがある。  

(13)私、英語はそこそこできます。いちおう英検 2 級持ってますので。  

原則(h)に適う「自己非難」の謙遜表現は、自己への言及に際して敢えて低評価を付与す

るもので自身や身内の者を「若輩者」、「不束者」と呼んだり、「出来の悪い」と評したりす

るのはこれに当たる。また、上位者への気遣いから相対的に自分を下げる「僭越ながら」、

「高い所から失礼します」、「お目にかかれて光栄です」などもこの区分に分類される。「ご

高名はうかがっております」の場合、「ご高名」の部分が賞賛表現であるが、動詞「うかが

う」の使用により全体として謙遜表現となっている。  

 

4.6.賛同表現 

 自他の《主張》を少しでも一致の方向へ近づけようとするのが一致の原則である。  

〔一致の原則〕(j)自他の意見一致を最大限にせよ  

原則(j)に適う賛同表現は、相手の《主張》に対する《賛同》を表明する際に用いる副詞

「なるほど」、「たしかに」、「まったくだ」、「ごもっとも」や、終助詞「もの」などがこれ

に当たる。文末表現「かもしれない」はこの機能をも担い得る。  

 (14)「あの人は信用できないわ」「たしかにあの人は嘘をついているかもしれない。た

だ、もう少し信じてみたいの」  

 (15)「彼ならきっと海外赴任も十分務まると思います」「なるほど彼なら留学経験も語

学力もあるものね」  

(14)では相手の《主張》に《反論》する前に、そのクッションとしていったん《賛同》し

て見せる発話に「たしかに」と「かもしれない」が用いられている例である。「たしかに」

が原義の「確かさ」を全く有さず賛同表現に特化されている用例としても興味深い。  

 

4.7.共感表現 

自他の《感情表出》を少しでも一致の方向へ近づけようとするのが共感の原則である。 

〔共感の原則〕 (l)自他の共感を最大限にせよ  

原則(l)に適う共感表現としては、相手の《感情表出》に対する《共感》を表明する際に

用いる形容詞句「よかったですね」、「大変ですね」、副詞「本当に」、「やっぱり」のほか、
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今や挨拶ことばにもなりつつある「おつかれさま」もこれに類する。  

(16)「両親が留学を認めてくれました」「よかったね」  

(17)「家族がみんな風邪をひいちゃったんですよ」「大変でしたね」  

 (18)（聴衆同士の会話）「今日の演奏、すばらしかったね」「本当に！」 

賛同表現と共感表現とでは使用する語句が異なっており、別の区分としたが、若者言葉

に見られる「それな」、「ですよねー」、「あーね」、「ほんとそれ」などは賛同・共感の両方

に使えるものが多く、消長の激しい若者言葉のなかにあって定着しつつある傾向も見て取

れる。したがって賛同表現と共感表現を「一致表現」（仮称）としたうえで下位区分として

賛同と共感に分けておく方法も考えられる。今後の推移を観察しながら判断したい。  

 

5.まとめ 

 本稿では本研究における配慮表現の形式分類と機能分類について、現状の研究成果を踏

まえて報告を行った。特に機能分類について各区分とリーチのポライトネスの原理との関

連性を明確にするように努めたことにより、個々の配慮表現がそれぞれの使用文脈におい

ていかなる配慮機能を果たすのかがより鮮明になったのではないかと思う。  

リーチのポライトネスの原理は会話に際して話者が有している志向性のベクトルのよ

うなものを端的に表現している点でわかりやすい。そのうえで、その適用による表現選択

が文脈依存的で臨機応変なストラテジーであることは、B&L ほど強調してはいないもの

の、リーチの理論においても内包されているところである。その意味では、各原則に適う

表現のあり方は文脈依存的な実質語の選択をもって実行される部分が大きいと考えられる。 

一例として、前節の用例(16)「両親が留学を認めてくれました」に対する応答が共感の

原則に沿うには「私もうれしいわ」とか「あなたの努力が実ったね」などと対人関係や状

況に応じた自由な表現によって共感の内実を示すことができる。そのうえで、この種の文

脈において共感の内実に言及せず、共感の原則の志向性を示す機能だけを担った表現が

(16)の応答「よかったね」であり、この表現が便利で汎用的な表現として文脈の位相を超

えて慣習化していることから、これを配慮表現の下位区分の共感表現として認めたという

ことである。このあたりの事情は山岡(2015)、同(2016a)などで繰り返し述べてきたことで

もあり、ポライトネス理論と配慮表現研究の関係性を理解するうえで重要な点であるので、

最後に確認して本稿を終えたい。  
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